
  

 

 

 
Together(一緒に)Everyone（みんなで）Achievement（達成する）More（より多くのこと） 

共に育つ（共育）・共に創る（共創）・共に働く（共働） 

TEAM 新町小学校 
★GoGoGo５０周年をみんなで祝おう！！未来へ続く安全/安心/安定 3『安』づくりの新町小★ 

校 長  塚 田 直 樹  
令和 5 年度がスタートしました。地域の皆様をはじめ諸先輩方が築き上げた５０年に及ぶ本校の
歴史を大切にして、子供たち・保護者の皆様、地域の皆様の御期待にこたえられるよう職員とともに
全力を尽くしてまいります。引き続き、皆様の変わらぬ御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。 
さて、本日、新入生１０５名を迎えて入学式を挙行しました。入学式前には令和５年度の始業式を
行いました。全校児童数６８９名、２１学級ならびに特別支援教室みらい Labo 新町で、令和５年度  
青梅市立新町小学校の教育活動が始まりました。今年度は特に、開校５０周年を迎える記念の年に
なります。１１月１８日（土）には、開校５０周年記念式典の開催を予定しています。みんなでお祝い
するつもりです。 
本校の教育目標は、自ら進んで行動する ○思いやりのある子  ○学習する子 ○たくましい子 
を掲げています。この目標を達成するために、令和５年度の学校経営方針として 

共に育つ（共育）・共に創る（共創）・共に働く（共働） 

TogetherEveryoneAchivementMore 新町小学校【みんなで一緒に当たり前のことをより多く達成する…新町小】 

★GoGoGo５０周年をみんなで祝おう！！未来へ続く安全/安心/安定 3『安』づくりの新町小★ 

 
TEAM新町小を目指していきます。また、子供たちの無限の可能性を秘めた未来のために、 
安全に、安心して、安定した３安をめざした学校づくりを行います。 
 
親や御家族は宝である子供の命とその成長のために、自分のすべてを惜しまず、手を差し伸べて
いくものだと思います。そうした保護者の皆様の気持ちを真摯に受け止めて、本校の教職員は、  
子供たちに安全・安心・安定のために何をすべきかを常に意識し、精一杯の努力を続けてまいりま
す。 子供たちにとっての『心の太陽』になって、希望の光や明かりを届けます。夢と希望に向かって
多くの選択肢をもって成長できるよう学校・保護者・地域の皆様とともに、一緒に頑張っていきます。
よろしくお願い申し上げます。 
 

   

【４月】 
６日（木） 
７日（金） 
1０日（月） 
11日（火） 
 
13日（木） 
14日（金） 
17日（月） 
 
１8日（火） 
 
19日（水） 
20日（木） 
21日（金） 

 
始業式 入学式 
午前授業 登下校指導 
給食開始（2～6年） 下校指導(1年) 
みらい Labo新町保護者会 
視力検査期間 
保護者会（5,６年） 
保護者会（３,４年） 
１年生を迎える会  委員会活動 
交通安全教室 Labo指導始(2～６年) 
全国学力学習状況調査（6年） 
保護者会（１・２年） 聴力検査(3年) 
眼科検診（全学年） 
聴力検査（５年）  
耳鼻科検診（全）離任式（２～６年） 

 
24日（月） 
２5日（火） 
２６日（水） 
２８日（金） 
29日(土) 
 
【５月】 
１日（月） 
 
２日（火） 
３日（水） 
４日（木） 
５日（金） 
 

 
１年給食開始 地域巡り(3年)クラブ活動 
避難訓練 
地域巡り（3年） 
一斉計測（身長・体重測定） 
学校公開 
 
 
第５０回開校記念日 委員会活動 
地域巡り（３年） 
聴力検査（2年） 
≪祝日 憲法記念日≫ 
≪祝日 みどりの日≫  
≪祝日 こどもの日≫ 
 

≪令和５年度 「学びに向かう力」「進んでかかわる力」「やりぬく力」を育てる新町小!!≫ 

 

 

４月＆５月当初の主な行事予定 

新新町町小小たたよよりり  
Shinmachishou dayori 

令和５年４月６日 

４月号 その１ 

青梅市立新町小学校 

校 長 塚田 直樹 



交通安全指導 
新学期に合わせて４月７日（金）・４月１０日（月）～１４日（金）交通安全と正しい歩き方を身に付けさせま

しょう。また、青梅市交通安全協会の皆様の御協力を得て、児童の登校中の安全を見守っていただいていま

す。登校だけでなく、下校も含めて交通ルールを守って、安全に通学できるように学校でも指導しております

が、御家庭でも子供たちへのお声かけや自宅周辺や自宅付近の危険な箇所や道路付近での見守りをお願

いします。 

今年度も、交通安全ボランティアの募集を行います。保護者の皆様ならびに地域の皆様の御協力をよろし

くお願い申し上げます。希望される方は、副校長までお知らせください。 
 

保護者会について 
 4月 1３日（木）より年度初めの保護者会を計画しております。各学年体育館で学年全体会と学級懇談

会の開催を予定しております。そのため、全学年とも同日開催の５，６年生、3，4年生、１，２年生について

は、開始時刻をずらして実施となります。詳細については後日御案内を配布いたします。年度初めの保護

者会です。御都合を付けていただき御参加ください。 
 

保護者・家族の皆様・地域の方々に御参観いただき、新町小学校の教育活動を御理解いただくとともに、

一層の連携・協力を図っていくことを目的としております。今回は、ここ数年実施していた分散型の公開を

予定しています。詳しい内容等は後日御案内する予定です。 

5月開催予定の PTA総会については、紙面開催で実施する予定です。 
 

欠席連絡について 
昨年度も実施していた学校メールへの欠席連絡（遅刻連絡）を今年度も実施・推奨します。保護者の皆様

の御協力をお願い申し上げます。 

 送信先アドレス  shinmachi-e@ome-tky.ed.jp 

 件名（例）     欠席連絡  遅刻連絡 

 内容（例）     （例）  〇年□組 児童名 ◇◇◇◇ 

① 体調不良のため欠席します。体温３７．０あり大事をとって欠席します 

② 通院のため、遅刻します。登校予定時刻 10時ごろ 

送信者  ◇◇◇◇ 父・母 より 

 ※学年クラス名/児童名/送信者名（保護者名）を必ず記入してください。 

  ※メールによる返信はしません。早退連絡は児童の安全を考え、従来通り連絡帳を通してお知らせくださ

い。学校（教室）までの迎えをお願いします。 

 

 

 

子供たちが、一年間を健康に過ごしていくために４月から６月にかけて、内科・歯科・耳鼻科・眼科等の医

師の健康診断を受けます。診断が終わりましたら、治療が必要なお子さんには学校より治療のお知らせをお

渡しします。子供たちがもてる力を十分発揮できるよう、早めに専門医での治療をお願いします。また、尿検

査も実施します。提出日が決まっていますので、御協力をお願いいたします。なお、詳しい内容については、 

保健だよりや学年だよりでお知らせします。 

個人情報管理について 

 学校・学年からの通信やホームページで行事や学習の様子を紹介する際、写真を掲載することが
あります。「学校だより」は本校の保護者、地域、教育委員会に配布されます。また、ホームページは、
多くの方が見ることができます。個人が特定されるような写真は使用しませんが、お子さんが写って

いる写真を載せることに差し支えがある方は、4月 14日（金）までに担任にお知らせください。 

定期健康診断について 

 

学校公開－4月 29日（土）－    PTA総会について  
 

mailto:shinmachi-e@ome-tky.ed.jp


     

令和５年度 １学期始業にあたって 

 ☆新型コロナウイルス感染症 新町小学校の対策 【令和 5年 4月 6日現在】☆    
令和5年度が始まりました。新型コロナウイルス感染症の予防対策については、学校でも令和５年４月１日

よりマスク着用をしなくてもよいことになるなど、以前に比べて、感染症予防対策が緩和されています。１学期

開始にあたり、新型コロナウイルス感染症予防のための配慮が必要な場面もあります。本校の学校生活にお

いて、以下の通り対応します。御理解・御協力をお願い申し上げます。 

（１）健康観察表の提出と確認 

＊毎日、検温と健康状態の確認をし、健康観察表に記入し提出してください。 

＊発熱等の風邪症状がみられる場合には、無理に登校せず、自宅で休養させてください。 

（２）石鹸での手洗いや手指の消毒の実施（登校時、活動後、下校前 等） 

（３）咳エチケットの指導（基本的にマスクの着用は求めません。） 

  ＊咳をするときはハンカチや布等で口を覆うなど、マスクを着用していないときの咳エチケット

についての指導をします。 

＊次のような場面ではマスクの着用を推奨します。 

・十分な感染防止対策が取れない場合 

・校内で感染症が流行している場合 

ランドセルに予備のマスクを入れておくなど、マスクは常に携帯する 

ようにしてください。 

（４）可能な限り、一人一人の児童の間隔の確保に努める。長時間の３密（密閉・密集・密接）はさけます。 
（５）常時換気の徹底の実施 

（６）児童同士が密集する活動への対策(時と場に応じて、マスクの着用を推奨します。) 

  ＊室内で児童同士の至近距離での大きな声での話し合い活動などは控えます。 

＊音楽の歌唱指導、器楽指導では児童同士の距離を確保すると共に対面での活動は控えます。 

＊用具・器具等を共用するときは使用前後の手洗いを徹底します。 

＊感染状況等によっては飛沫感染の可能性の高い活動は控えます。 

＊児童朝会や集会等は、感染状況・内容を考慮しながら、校庭や体育館で実施します。 

（７）給食時は密集及び対面を避ける 

  ＊配膳の前後の手洗い等、衛生管理を徹底します。 

＊配膳時、当番はマスクを着用します。 

  ＊喫食時は対面を避けます。（黙食やクラス内の座席形態については今後検討していきます。） 

（８）緊急時（感染発症時等）の連絡体制の確認、校内保健管理体制の整備を継続して実施します。 

 

新新町町小小だだよよりり≪令和５年４月６日 ４月号 その３≫ 


